
生生生ごごごみみみののの出出出ししし方方方（（（おおお願願願いいい）））   
 日頃からごみの減量化、リサイクル、分別収集にご協力いただきまして、ありがとう
ございます。 
 さて、平成２０年４月から生ごみ分別収集の対象地区が全町になります。 
 つきましては以下のようなポイントに注意していただき、ご協力をお願いいたします。 
 なお現在自宅で堆肥化されている方については、引き続きご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

《堆肥化できる「生ごみ」》 
～台所から出る「調理くず」「食べ残し」～ 

 
 
 
 

 

野菜・果実等調理くず     残飯     肉・魚類の骨   貝・カニ・エビ・卵の殻 

《「生ごみ」として出してはいけないもの》 
～台所から出る食品以外のもの～ 

                           
                          オムツ・衛生用品 
 
 
チューブ類 菓子袋類   ペットボトル   スプーン・フォーク   
              アルミホイル             コップ・カップ類 
 
  
 
                    水切りネット       トレイ・パック 
 わりばし  タバコの吸いがら   ラップ類・ビニール袋          等々… 

～生ごみの出し方４つのルール～ 
① 分別された生ごみを十分に水切りをして 
② 指定袋で（指定袋以外は収集できません） 

（指定ごみ袋販売店で購入してください） 
③ 与川・三留野・妻籠地区は月・木曜日 

北部・蘭・広瀬・田立・上在郷地区は火・金曜日

の朝８時までに 
④ 決められた場所に（専用バケツ） 

お問い合わせは… 
南木曽町役場 住民課  

  ０２６４－５７－２００１ 
または 
木曽広域連合 環境課 

  ０２６４－２３－１０５０ 
までお願いします



～～～   生生生ごごごみみみののの出出出ししし方方方   ～～～ 

 

 

 

 

 
  
  
   
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

①分別された生ごみを 
十分に水切りをして 

（水切ネットは入れない） 
②指定袋に生ごみのみを入れ

て 
（指定袋以外は堆肥化しないの

で収集できません） 
（指定袋は指定ごみ袋販売店で

購入してください） 

③与川・三留野・妻籠（上在郷除

く）地区は月曜日と木曜日、 
北部・蘭・広瀬・田立・上在郷

地区は火曜日と金曜日 
の朝８時までに 
（ただし、生ごみは祝日にも収

集します。） 
④決められた場所に 
（集積所の専用バケツに） 

～みなさんのご協力をお願いします～ 

お問い合わせは… 
南木曽町役場 住民課  

  ０２６４－５７－２００１ 


